
消費税率改定日(10%）より施行

◆ 大ホール（１７０名）　260㎡
　　常時机数　４列×１２列（144席）

 8:30～12:00 8,110 4,590 4,060 2,350 4,060 ◆ 第１会議室（81席）　３列×９列
( ３割減免 ) 5,677 3,213 2,842 1,645 2,842 ◆ 第２会議室（54席）　３列×６列

冷暖房使用料 4,060 2,300 2,020 1,180 2,020 ◆ 第３会議室（20席）　口の字　
13:00～17:00 11,640 6,930 5,230 4,060 5,230 ◆ 第４会議室（24席）　口の字　
( ３割減免 ) 8,148 4,851 3,661 2,842 3,661

冷暖房使用料 5,810 3,470 2,610 2,020 2,610
 8:30～17:00 17,400 10,470 8,110 5,760 8,110 《設備使用料》
( ３割減免 ) 12,180 7,329 5,677 4,032 5,677 １本につき

冷暖房使用料 8,690 5,230 4,060 2,880 4,060 1,220円　

2,780 1,710 1,280 950 1,280 １回につき

1,380 850 640 470 640 1,530円　

 8:30～12:00 12,170 6,880 6,080 3,520 6,080 １回につき

( ３割減免 ) 8,519 4,816 4,256 2,464 4,256 2,500円　

冷暖房使用料 6,080 3,440 3,030 1,760 3,030 １台につき

13:00～17:00 17,450 10,400 7,840 6,080 7,840 500円　

( ３割減免 ) 12,215 7,280 5,488 4,256 5,488 1枚につき

冷暖房使用料 8,710 5,200 3,910 3,030 3,910 10円  

 8:30～17:00 26,100 15,690 12,170 8,640 12,170 1枚につき

( ３割減免 ) 18,270 10,983 8,519 6,048 8,519 10円  

冷暖房使用料 13,040 7,840 6,080 4,310 6,080

4,160 2,550 1,920 1,470 1,920
2,070 1,270 950 740 950

備考　１　 上段は室使用料、下段は冷暖房使用料です。

　　　　２　　延長料とは、休館日の午後５時までの使用に引き続き午後５時から午後９時までの間に使用した場合の使用料をいい、その使用時間に１時

　　　　　　　未満の端数があるとき、又はその時間が１時間未満であるときは、そのは数時間は、１時間として計算します。

 　　　 ３　  １７時以降の利用及び休館日に使用する場合で管理人を必要とする利用の場合は、別に１時間当たり１，６００円を加えた額とします。  

　　　  ４　  営利又は宣伝を目的とする催し物のために使用する場合の使用料の金額は、上記使用料の金額の１００分の５０に相当する額を当該

　　　 　　　使用料の金額に加算した金額とします。
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